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１ 指導監査の概要

〇概要(指導監査係で実施する内容)

指導監査

集団指導

実地指導必
要
に
応
じ
切
り
替
え

・定期的に実施 ・一定の場所に集めて講習等により実施

改善が行われない場合は監査
へ移行することがあります。

・実地による書類の閲覧、関係者との面談等

・重大な基準違反や不正等が疑われる場合
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指導

監査



２ 特定教育・保育施設等の指導監査

平成２７年４月に「子ども・子育て支援新制度」が開始したことに伴い、新たな給付制度が創設さ
れたことから、子ども・子育て支援法に基づき市の確認を受けた特定教育・保育施設等に対して、特
定教育・保育等の質の確保並びに施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的として、令和元年
度から福祉総務課指導監査係にて指導監査を実施しています。

〇基準
「弘前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」（平成

２６年９月２９日弘前市条例第３４号）ほか国等の通知によることとしています。

【根拠法等】
「子ども・子育て支援法」
・指導：第１４条第１項
・監査：第３８条第１項、第５０条第１項

「弘前市特定教育・保育施設等指導要綱」
「弘前市特定教育・保育施設等監査要綱」
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★児童福祉法等に基づく
施設監査は、従来どおり

県が実施します。



３ 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査

令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用費の支給に係る施設又は事業と
して、子ども・子育て支援法に基づき市の確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等に対して、運
営基準を遵守させ、市における施設等利用費の支給事務の適正性を確保することを目的として、令和
３年度から福祉総務課指導監査係にて指導監査を実施しています。

〇基準
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準」（平成２６年４月３０日内閣府令第３９号）第５３条から第６１条までの規定ほか国等
の通知によることとしています。

【根拠法等】
「子ども・子育て支援法」
・指導：第３０条の３において準用する第１４条第１項
・監査：第５８条の８第１項

「弘前市子ども・子育て支援施設等指導要綱」
「弘前市子ども・子育て支援施設等監査要綱」
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★設置基準の遵守状
況については、県等
が確認します。



４ その他

〇指導監査係にて行う指導及び監査業務実績

令和５年度の実施件数（予定を含む）は以下のとおりです。

① 特定教育・保育施設等実地指導 ２９ 施設
（うち特定子ども・子育て支援施設等実地指導を同時実施： １４ 施設）

② 特定子ども・子育て支援施設等実地指導 ０ 施設・事業所

③ 社会福祉法人本部の指導監査 ２０ 法人
④ 介護サービス事業者等実地指導 ４６ 施設・事業所

※①又は②又は④は、③と同日に実施する場合があります。
※①及び②は、原則として各施設概ね３年に１回実施する予定です。
ただし、②は施設等利用費の支給実績により、周期が変わる場合もあります。
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